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１ これまでの取り組み 

 

（１）えひめ食の安全・安心推進本部の設置 

   国内において、平成８年に発生した腸管出血性大腸菌Ｏ１５７※による食中毒

事件をはじめ、平成１２年の汚染脱脂粉乳等による食中毒事件やＢＳＥ※問題な

ど、食品に関する事件が多発し、消費者の食に対する安全を求める声が高まりま

した。 

このため、国においては、食品の安全性の確保に係る基本的な方針、国、地方

公共団体、事業者及び消費者の責務や役割、食品安全委員会の設置などを定めた

「食品安全基本法」を平成１５年５月に制定し、食品の安全性の確保に関する施

策を総合的に推進することとなりました。 

   県においても、食品安全基本法第７条に基づき、県内の状況に応じた生産から

流通・消費に至る総合的な食の安全安心施策を推進するとともに、食の安全安心

に対する危機発生の際の関係部局の相互の連携強化を図ることを目的として、平

成１５年１０月、副知事を本部長とする「えひめ食の安全・安心推進本部」（以

下「推進本部」という。）を設置し、食の安全安心に関する施策を総合的に推進

し、全庁一体となって取り組んできました。 

 

（２）取り組みの基本方針 

   従来、県では、生産から消費に至る各段階で、関係法令に基づく監視・指導等

各種施策を実施してきましたが、消費者の食に対する信頼が損なわれる事件が後

を絶たず、食の安全安心確保の必要性が急激に高まったことから、推進本部では、

関係者（行政、事業者、消費者）がそれぞれの立場で取り組んでいる安全対策を

一体となって推進することを目指し、県における食の安全安心確保に向けた「取

り組みの基本方針」（以下「基本方針」という。）を掲げ、「県内で消費される

食品、県内で生産される食品は安全・安心」という食に対する信頼感を高めるこ

とを目的として、この基本方針に沿った取り組みを進めてきました。 

○取り組みの基本方針 

１ 県民への情報提供を積極的に推進し、食に対する信頼を確保します。 

２ 安全・安心な農林水産物の生産を確保します。 

３ 安全・安心な食品の加工（製造）の指導を充実強化します。 

４ 安全・安心な食品の流通の監視を充実強化します。 

５ 食の安全・安心に関する施策に県民の意見を反映します。 

６ 民間組織と協働します。 
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（３）えひめ食の安全・安心推進計画 

   推進本部では、基本方針に沿った取り組みを行うため、平成１６年度から、食

の安全安心の確保に向けた施策を検討・体系化した「えひめ食の安全・安心推進

計画」（以下「旧計画」という。）を作成・公表し、食の安全安心に関する確保

対策を推進してきました。 

   旧計画は単年度毎の計画であり、基本方針に対応した重点項目を設定し、関係

部局でこれに対応した事業を実施するものです。 

 

 

２ 愛媛県食の安全安心推進条例の制定 

 

（１）条例の制定 

   県では、基本方針や旧計画等に基づき、推進本部を中心として施策等を実施し

てきましたが、国内はもとより県内においても、食品関係事業者による不祥事（産

地偽装、期限表示偽装等）が相次ぎ、食の安全安心の確保は、県民の最も身近で

切実な願いの一つとなってきました。 

   このような中、平成２０年１２月愛媛県議会において、愛媛県食の安全安心推

進条例（以下「条例」という。）が議員提案により成立し、平成２１年４月１日

から施行されました。 

   条例では、食の安全安心の推進に関する基本理念、県、食品関連事業者、県民

の責務や役割のほか、「食の安全安心の推進に関する計画」（以下「本計画」と

いう。）の策定や食品製造工程の安全性を保障する制度の導入等施策の基本とな

る事項、自主回収報告制度※等施策の推進に関する事項、外部有識者から構成さ

れる「愛媛県食の安全安心推進県民会議」の設置等が定められています。 

 

（２）食の安全安心推進体制 

   県では、平成１５年１０月に設置した推進本部に加え、計画の策定など食の安

全安心に関する重要事項の調査審議を行うため、条例第２７条に基づき、学識経

験者等から構成される「愛媛県食の安全安心推進県民会議」を設置するとともに、

条例第１８条に基づき、これまで以上に県民の皆様の意見を取り入れ、食の安全

安心を推進するための各種施策を実施することとしております。 
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○食の安全安心推進体制 

 

 

         意  見 

 

 

意見募集 

 

 

 

 

 

 

 

        施策への協力 

 

 

         監視指導等 

 

 

 

             食の安全安心に関して 

             講じた施策の状況 

 

        報告（毎年度） 

 

県 
県 

民 

食
品
関
連
事
業
者 

えひめ食の安全・安心推進本部（庁内組織） 

 

 
本 部 長 副知事 
副本部長 保健福祉部長 
本 部 員 副教育長、県民環境部長、 

経済労働部長、農林水産部長 
主な業務 食の安全安心施策の連絡調整 
     食の安全安心施策の充実強化 
     食に係る危機管理 など 

 

 

 
幹 事 長 健康衛生局長 
幹  事 関係課長（１６課） 

事務局：保健福祉部健康衛生局薬務衛生課 

 (愛媛県食の安全安心推進班) 

本 部 

幹事会 

会議の審議・検討補佐 

愛媛県食の安全安心推進県民会議愛媛県食の安全安心推進県民会議愛媛県食の安全安心推進県民会議愛媛県食の安全安心推進県民会議    

 

 
学識経験者（大学、教育関係） 
生産者、製造販売者（事業者） 
消費者（消費者団体等） 

 
・条例第２７条に基づき設置 
・推進計画策定に関する意見陳述 
・食の安全安心に関する重要な事項の調査審議 

構 成 

審議事項提示 意見、助言等 

安
全
安
心
な 

食
品
の
提
供 

食
品
の
購
入 

情
報
共
有 

相
互
理
解 

食の安全安心施策の食の安全安心施策の食の安全安心施策の食の安全安心施策の    

総合的な推進総合的な推進総合的な推進総合的な推進    

県 

議 

会 
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３ 計画の位置付け 

 

（１）計画の趣旨 

   本計画は、本県の食の安全安心に関する基本的な方向や措置に関する事項、そ

の他必要な事項を総合的かつ計画的に推進するための根幹となるものです。 

（推進計画の策定) 
第11条 知事は、食の安全安心に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、食の安全安心の推進に関する計画（以下「推進計画」という。）を定めな
ければならない。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
 (１) 食の安全安心に関する基本的な方向 
 (２) 食の安全安心のための措置に関する事項 
 (３) 前２号に掲げるもののほか、食の安全安心に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 
３ 知事は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、愛媛県食の安全安心
推進県民会議の意見を聴くとともに、県民の意見を反映するために必要な措置
を講ずるものとする。 

４ 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 
５ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

 

（２）計画の位置付け（他の計画等との関係） 

   県では、愛媛県長期計画を策定し、様々な施策事業に取り組んでいるところで

あり、当面４年間（平成２３年度～２６年度）で必要な政策の方向性などを示し

たアクションプログラム編においては、施策２９「消費者の安全確保と生活衛生

の向上」の中で、「食の安全・安心の確保」が主な取組みとして位置付けられて

おります。 

本計画は、この「食の安全・安心の確保」に係る施策を総合的に展開するため

に策定しているものであり、第２次愛媛県食育推進計画※、愛媛県食品衛生監視

指導計画※、えひめ農業振興プラン２０１１※、第４次愛媛県水産振興基本計画※

等の他の計画等とも調和を図りながら実施するものです。 

 

（３）計画の期間、進行管理 

   本計画の設定期間については、平成２２年度から平成２６年度までの５年間と

していますが、施行後３年目には中間的な見直しを実施しました。また、食の安

全安心をめぐる社会情勢の変化等により、内容変更の必要が生じた場合には適宜

見直しを行うこととしています。 

   なお、食の安全安心に関して講じた施策の実施状況については、条例第１０条

に基づき、毎年度県議会に報告するとともに、県のホームページ等により広く県

民へ公表します。 
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○計画の位置付け（一部改定後）

関係部局の計画等

施策の推進

移行

第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」
アクションプログラム編（Ｈ23～26年度）

施策２９：消費者の安全確保と生活衛生の向上

主な取組み　②食の安全・安心の確保

　食の安全・安心に関して正確で分かりやすい情報を提供し、相談体制を充
実するほか、リスクコミュニケーション等を通じた関係者相互の理解を深め
るとともに、エコえひめ農産物の生産促進や販売拡大に取り組みます。
　また、近年、問題となっている家畜伝染病等の防疫活動を迅速・的確に行
うため県家畜保健衛生所及び県家畜病性鑑定所の機能強化を図り、家畜伝染
病等の発生防止に取り組むとともに、農薬、動物用医薬品等の適正使用の指
導や、食品関連施設に対する監視指導の適切な実施、食品表示ウォッチャー
による食品表示の適正化に努めます。
　さらに、事業者の自主衛生管理水準の向上を図るため、愛媛県ＨＡＣＣＰ
制度の導入促進と、消費者への理解促進・認知度向上に取り組みます。

愛媛県環境保全型
農業推進基本方針
(目標年度:H27年)

第２次愛媛県
食育推進計画

（H24～28年度）

調和

愛媛県
有機農業推進計画
(目標年度:H27年)

第４次愛媛県
水産振興基本計画
（H23～27年度）

愛媛県
食の安全安心の

推進に関する計画

５ヵ年計画
（H22～H26）

愛媛県食品衛生
監視指導計画
（単年度計画）

えひめ農業振興
プラン２０１１
（H23～27年度）

えひめ
食の安全・安心推進計画

（単年度計画）
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○中間的な見直し 

 

本計画施行後の状況を踏まえ、中間的な見直しを実施しました。 

 

食の安全安心に関する事件等 

本計画施行後（平成２２年度以降）、国内では、平成２２年の口蹄疫や高病

原性鳥インフルエンザをはじめ、平成２３年の福島第一原子力発電所事故に伴

う放射性物質による食品の汚染や牛肉の生食を原因とする腸管出血性大腸菌に

よる集団食中毒事件などが発生しています。 

また、県内でも、産地偽装事件や放射性物質に汚染された牛肉が流通した事

態が発生するなど食の安全安心を揺るがす事件が後を絶ちません。 

 

主な見直し内容 

  ◆ 食の安全安心に関する事件の発生や国の動向等を踏まえ、具体的な取組

みを５項目追加して、６２項目から６７項目としました。 

   

（追加した具体的な取組み５項目） 

(19)養殖ヒラメに係る新種クドア※の防疫体制の推進 

(23)県内産農水産物の放射性物質安全確認の検査 

(32)生食用食肉取扱施設に対する監視指導 

(36)流通食品の放射性物質検査等の実施 

(50)食品表示一元化に伴う体制の整備 

 

◆ 関連する他の計画等の改定状況や事業の進捗状況をふまえて、本計画の

表現を見直したほか、推進指標の見直しを行いました。 

 

（推進指標の見直し１３指標） 

目標（H26年度）値の設定 ５指標 

目標（H26年度）値の修正 ５指標 

推進指標の設定 ３指標 
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（目標（H26年度）の設定及び修正を行った推進指標） 

施策

の 

方向 

指 標 名 

指標値 

(20年度) 

※策定時 

実績 

(23年度) 

中間目標 

(24年度) 

目標（旧） 

(26年度) 

目標（新）目標（新）目標（新）目標（新）    

(26(26(26(26年度年度年度年度))))    

1 
食の安全安心総合ホームペ

ージ閲覧件数 

32,650

件 

39,296

件 

35,000

件 

38,000

件 

40,00040,00040,00040,000

件件件件    

3 
農薬適正使用講習会・研修

会の開催回数 
173 回 438 回 170 回 170 回 410410410410回回回回    

4 
エコファーマー取組面積 908ha 684ha 1,200ha － 1,200ha1,200ha1,200ha1,200ha    

有機農業取組面積 365ha 393ha 570ha － 570ha570ha570ha570ha    

5 ふれあい牧場等の開催回数 46 回 80 回 50回 50回 80808080回回回回    

9 
食品表示ウォッチャーからの報

告に基づく不適切な表示の割合 
35.8% 14.7% 20.8% － 0000％％％％    

10 

地産地消・愛あるサポータ

ー登録数 
1,850 2,302 2,000 － 2,4002,4002,4002,400    

学校給食における地場産物

の使用割合（食材数ベース） 

27.1％ 

(19年度) 
33.9% 

30％ 

以上 
－ 30%30%30%30%以上以上以上以上    

13 危害情報申出制度対応件数  56 件 20件 20件 65656565件件件件    

15 
消費者との意見交換会の実

施回数、参加者数 

9回 

328名 

12回 

394名 

9回 

350名 

9回 

350名 

12121212回回回回    

400400400400名名名名    

注：目標（旧）（26年度）の「－」は本計画策定時に目標値の設定がなかったもの。 

 

（推進指標の設定 ３指標） 

施策

の 

方向 

指 標 名 
実績 

(23年度) 

予定件数 

(24年度) 

目標目標目標目標    

(26(26(26(26年度年度年度年度))))    

4 

県内産農産物の放射性物質

安全確認検査件数 
26件 20件 20202020件件件件    

県内産水産物の放射性物質

安全確認検査件数 
14件 10件 10101010件件件件    

6 
流通食品の放射性物質収去

検査件数 
42件 500件 500500500500件件件件    
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４ 目標（スローガン） 

 

  条例では、「食の安全安心は、県民にとって最も身近で切実な願いの一つ」、「将

来に向かってえひめの豊かな食文化を次の世代に継承していくことが不可欠」と謳

っています。また、条例の目的として、「県民が健康で安心して暮らすことのでき

る社会の実現に寄与すること」と掲げられております。 

  本計画は、県民が健康で安心して暮らすことのできる社会の実現に向けた施策が

盛り込まれ、これらを推進することにより、県民に「食の安全安心」が将来にわた

り実感してもらえるものでなければなりません。 

  これを踏まえ、本計画の目標（スローガン）を以下のとおり設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

安全安心・豊かなえひめ食文化の継承 
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５ 基本施策 

 

（１）基本施策の考え方 

   条例第３条には、食の安全安心施策を進めていく上での「基本理念」が定めら

れており、条例第４条に県の責務として、「基本理念に則り、施策を総合的に策

定し、計画的に実施する」こととされています。 

   本計画では、目標の達成に向けた各種施策の基本的な方向を示すため、基本理

念をもとに「基本施策」を設定し、食の安全安心確保対策を推進します。 

（基本理念） 
第３条 食の安全安心は、このために必要な措置が県民の健康の保護が最も重要
であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならな
い。 

２ 食の安全安心は、食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において、
県民の健康への悪影響を未然に防止する観点から、適切に行われなければなら
ない。 

３ 食の安全安心は、このために必要な措置が県民の意見に十分配慮しつつ科学
的知見に基づき講じられるとともに、県及び食品関連事業者による食品の安全
性に関する積極的な情報の公開並びに県、県民、食品関連事業者その他関係者
相互間の信頼と理解の下に行われなければならない。 

（県の責務） 
第４条 県は、前条に定める食の安全安心についての基本理念（以下「基本理念」
という。）にのっとり、食の安全安心に関する施策を総合的に策定し、及び計
画的に実施する責務を有する。 

 

（２）基本施策 

   基本施策については、以下の３項目を設定します。 

基本施策Ⅰ：正確で分かりやすい情報の提供 

    条例第３条第１項では、「食の安全安心に必要な措置が県民の健康の保護が

最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより行われなければ

ならない。」と規定されています。 

    このため、県民の健康保護を第一に考えた食の安全安心施策の推進が不可欠

であり、正確で分かりやすい情報を県民へ提供することにより、健康危害の未

然防止、さらには食に対する安心感の向上を図ります。 

 

基本施策Ⅱ：生産から消費に至る食の安全安心の確保 

    条例第３条第２項では、「食の安全安心は、食品等の生産から消費に至る一

連の行程の各段階において、県民の健康への悪影響を未然に防止する観点から、

適切に行われなければならない。」と規定されています。 

    このため、生産から消費の各段階において、関係部局が連携して監視指導、
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研究開発、情報提供等を実施することにより、食の安全安心の確保を図ります。 

 

基本施策Ⅲ：関係者間の相互理解と協働の推進 

    条例第３条第３項では、「食の安全安心に必要な措置が県民の意見に十分配

慮しつつ科学的知見に基づき講じられるとともに、県及び食品関連事業者によ

る食品の安全性に関する積極的な情報の公開並びに県、県民、食品関連事業者

その他関係者相互間の信頼と理解の下に行われなければならない。」と規定さ

れています。 

    食の安全安心の推進に当たり、県民の意見の反映、県や事業者からの積極的

な情報公開及び関係者間の相互理解等は不可欠であり、相互理解の場の設定や

意見を反映しやすい環境づくりを目指します。 
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○計画の施策体系概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発 

指導、支援 

情報提供 

 

啓発、教育 

情報提供 

監視指導 

情報提供 

生産段階にお

ける安全安心

の確保 

製造、加工、販

売段階におけ

る安全安心の

確保 

消費段階にお

ける安全安心

の確保 

食品関連事業者 県民 

安全安心な 

農林水産物 

安全安心な 

食品等 

適切な 

食品の選択 

【目 標】 

安全安心・豊かなえひめ食文化の継承 

【基本施策Ⅲ】 
関係者間の相互理解と協働の推進 

【基本施策Ⅱ】 
生産から消費に至る食の安全安心の確保 

【基本施策Ⅰ】 
正確で分かりやすい情報の提供 県 
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６ 施策の方向、施策体系 

 

（１）施策の方向の考え方 

   ３項目の基本施策に沿って効果的に取組みを推進するため、旧計画との整合性

も図りつつ、１６の「施策の方向」を設定します。 

   また、個々の「施策の方向」ごとに、「具体的な取組み」を示すとともに、数

値目標として「推進指標」を設定し、県、食品関連事業者、消費者が一体となっ

て推進することにより、食の安全安心を実現します。 

 

（２）施策の方向の設定 

基本施策Ⅰ：正確で分かりやすい情報の提供 

 

 食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において、食の安全に

関する適切な措置が行われ、健康への悪影響を未然に防止することは条例

の基本理念となっています。これらの措置が適切に行われるためには、県

民が正確な情報を入手し、十分理解したうえで判断することが重要です。 

 このため、消費者の視点に立った正確・迅速な情報収集・提供体制の充

実を図ります。 

 

施策の方向１：ホームページ等を利用した情報提供の充実 

  具体的な取組み 

   (１) 食の安全安心総合ホームページの運営 

     食を取り巻く環境の変化に応じて消費者ニーズに合った情報を迅速かつ正

確に提供するため、食の安全安心総合ホームページ「えひめ食の安全・安心

情報ホームページ」を運営します。 

   (２)メールマガジンの発行 

     県民へ食に関する情報を広く発信するため、食に関するトピックスなどを

お知らせするメールマガジン「えひめ食の安全安心メール」を発行します。 

   (３)収去検査※結果等の公表 

     県で実施している収去検査等食品等の添加物、残留農薬※、微生物などの

検査結果をえひめ食の安全・安心情報ホームページ等で公表します。 

   (４)食中毒予防に関する情報発信 

     県民に対し、講習会や県広報誌、えひめ食の安全・安心情報ホームページ

等により食品衛生知識の普及啓発に努めるほか、食中毒が多発する時期には
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食中毒注意報※を発令し、県民へ注意を喚起し、食中毒予防のポイント等に

ついて積極的に啓発します。 

   (５)食品関連事業者からの情報提供支援システム 

     食品関連事業者から消費者等への積極的な情報提供をサポートするため、

えひめ食の安全・安心情報ホームページから食品関連事業者の食の安全安心

に関するホームページ（食の安全安心に関する取り組み、自主回収情報のサ

イトなど）へリンクするなどのシステムづくりを行います。 

   (６)消費者苦情等に関する一般消費者への情報提供 

     消費者が安全で合理的な消費生活を営むために必要な情報について、ファ

クシミリ、インターネット、情報紙等で発信するほか、消費生活センターで

のパネルやビデオの展示等により広く情報提供を行います。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

食の安全安心総合ホームページ閲覧件数 39,296件 35,000件 40,000件 

メールマガジン登録者数 371人 1,000人 2,000人 

食品関連情報の提供件数 139件 210件 210件 

人口１０万人あたりの食中毒患者数 22.2人 30人 20人 

 

施策の方向２：食の安全に係る相談窓口の充実 

  具体的な取組み 

   (７)相談への的確な対応、情報共有 

保健所等関係機関において、県民等からの食の安全安心に関する相談に的

確に対応するとともに、複数の法令にまたがる事案については、関係機関内

で情報を共有し、迅速な対応を行います。 

   (８)出前講座や出前相談室の実施 

県政出前講座※の実施や、各種イベントを活用した出前相談室を開設する

などして、消費者からの相談に対応します。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

相談窓口における相談受付件数 263件 250件 250件 

県政出前講座、出前相談室実施件数 7件 15件 20件 
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基本施策Ⅱ：生産から消費に至る食の安全安心の確保 

 

 食を取り巻く環境の変化により、一般家庭では、加工食品、惣菜や調理

済みの食品が普及し、食品が人の口に入る経路、経緯が複雑化しています。 

 このため、食の安全を確保し、消費者が安心できる環境づくりを進める

ためには、「生産」「加工」「流通」「消費」すべての段階で適切な措置

が行われる必要があります。 

 

Ⅱ－ⅰ 生産段階における安全安心の確保 

 施策の方向３：食の安全確保を最優先した生産への意識の向上 

  具体的な取組み 

   (９)生産者に対する農薬適正使用の啓発 

     生産者への啓発パンフレットの配布、講習会や研修会の開催、農薬販売業

者に対する農薬管理指導士※の認定などを通し、生産者に対する農薬適正使

用の啓発を行います。 

   (10)農薬販売業者や使用者に対する立入検査の実施 

     適正な農薬の販売及び使用を確保するため、地方局農薬取締職員による計

画的な農薬販売業者に対する立入検査を実施するとともに、必要に応じて使

用者への立入検査を実施します。 

   (11)出荷前農産物の残留農薬分析による安全性の確認 

     出荷前農産物の安全性を確認するため、残留農薬分析を計画的に実施する

とともに、検査を円滑に実施するため、効率的な分析技術の開発に努めます。 

   (12)生産者個々における農薬使用の記帳推進 

     農業団体が実施している生産者個々における農薬使用の記帳運動と連携し、

記帳の徹底を図ります。 

   (13)農業団体や農薬販売業者と連携した農薬適正使用の推進 

     愛媛県農薬適正使用推進協議会※において、農業団体や農薬販売業者と一

体となって農薬適正使用を推進し、安全安心な農産物の生産体制の確保に努

めます。 

   (14)生産者や飼料販売店、動物医薬品販売店等への巡回 

生産者や飼料販売店、動物医薬品販売店等を巡回し、動物用医薬品や飼料

添加物等の関連法令等の周知を図り、必要に応じて指導を実施します。 
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   (15)牛耳標※装着の農家指導 

     関係機関と連携し、牛の飼養農家に対して、牛の個体識別のための情報の

管理及び伝達に関する特別措置法に係る牛耳標装着と個体情報の適切な届出

を指導します。 

   (16)原木シイタケ等生産者を対象とした技術講習会等の開催 

     原木シイタケや畜産関係生産者を対象に、基本的生産技術や食の安全安心

に関する意識向上を目的とした講習会等を開催します。 

   (17)養殖衛生管理体制の推進 

     養殖業者に対し、水産用医薬品やワクチンの適正使用について指導するほ

か、養殖衛生管理技術に関する講習会を実施します。 

   (18)貝毒検査の実施 

     貝毒原因プランクトンの出現動向に合わせて、公定検査法によりアサリな

ど二枚貝の貝毒量を検査し、貝毒の発生監視及び情報提供に努めます。 

(19)養殖ヒラメに係る新種クドアの防疫体制の推進 

食中毒の原因とされる新種クドアの県内ヒラメ養殖場への侵入及び新種ク

ドアが寄生した養殖ヒラメの流通を未然に防止するため、「愛媛県クドア疾

病対策ガイドライン」に基づき、新種クドアの検査対応や、確認された場合

の出荷自粛等を指導するほか、まん延防止や被害軽減に資する技術開発と知

見収集を実施し、関係者への情報提供に努めます。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

農薬適正使用講習会・研修会の開催回数 438回 170回 410回 

農薬立入検査実施件数 308件 300件 300件 

出荷前の農産物の残留農薬分析件数 297件 300件 300件 

生産者、飼料販売店、動物医薬品販売店巡回件数 664件 850件 850件 

牛耳標装着率 100% 100% 100% 

養殖衛生管理指導を行った養殖経営体数の割合 67.9% 70% 70% 

貝毒検査の予定件数に占める検査件数の割合 100% 100% 100% 

 

施策の方向４：安全安心という消費者ニーズに応えた生産への取組み 

  具体的な取組み 

   (20)環境保全型農業※の推進 

     土づくりや、化学肥料・化学農薬の節減技術を普及推進するとともに、エ



 16 

コファーマーの育成、エコえひめ農産物の生産促進ほか、外観品質よりもそ

の栽培方法を評価する販売先の開拓の支援に努めます。 

   (21)有機農業※の推進 

     有機農業実践農家の技術・経営調査による栽培マニュアルの策定や実証展

示圃の設置、試験研究機関における有機栽培技術の確立を目指すとともに、

商談会等を活用して食品加工や直接販売等の取組みの支援に努めます。 

   (22)ＧＡＰ※（農業生産工程管理）の推進 

     ＧＡＰの取り組みについて、産地や生産者へ啓発するとともに、生産者が

導入しやすいＧＡＰシステムの開発に努めます。 

(23)県内産農水産物の放射性物質安全確認の検査 

消費者等に安心して県内産農水産物を購入していただけるよう、生産量の

多い品目を中心に計画的な「安全確認検査」を実施します。 

   (24)消費者ニーズに対応した生産技術の開発 

     県の研究機関において、安全、安心な農畜産物生産のための技術を開発し

ます。 

   (25)畜産関係生産者の巡回による普及指導 

     畜産関係団体等と連携し、技術情報及び関連法令等の基準等を生産者へ周

知、普及し、必要に応じて指導します。 

   (26)死亡牛のＢＳＥ検査 

24ヶ月齢以上の県内生産農場の死亡牛全頭に対して、ＢＳＥ検査を実施し、

感染牛の摘発と感染経路の究明に努めます。 

   (27)高病原性鳥インフルエンザ対策 

     生産段階での対策として発生防止対策の指導、養鶏場での検査の実施、異

常鶏の早期通報体制及び発生時の防疫体制の整備に取り組みます。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

エコファーマー取組面積 684ha 1,200ha 1,200ha 

有機農業取組面積 393ha 570ha 570ha 

県内産農産物の放射性物質安全確認検査件数 26件 ― 20件 

県内産水産物の放射性物質安全確認検査件数 14件 ― 10件 

安全安心な農畜産物生産に関する開発技術の数 3（延べ） 4（延べ） 6（延べ） 

畜産関係生産者巡回戸数 666（全戸） 全戸 全戸 

高病原性鳥インフルエンザ検査羽数 1,260羽 対象鶏全羽 対象鶏全羽 
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施策の方向５：消費と生産との距離を縮める取組み 

  具体的な取組み 

   (28)農林水産参観デーによる推進 

     農林水産業への理解を深めてもらうため、県の試験研究機関において農林

水産参観デーを開催します。 

   (29)ふれあい牧場、工場見学等の開催 

     関係団体等と連携し、ふれあい牧場、料理教室や乳業工場等の見学を実施

します。 

   (30)消費者ニーズの把握、生産への反映 

     アンケート調査を実施し、消費者の意見、要望を把握し、消費者ニーズに

合致した農産物を生産するため、生産者へ情報を提供します。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

農林水産参観デー開催回数 10回 8回 8回 

ふれあい牧場等の開催回数 80回 50回 80回 

 

Ⅱ－ⅱ 製造、加工、販売段階における安全安心の確保 

施策の方向６：県内流通食品の監視指導の徹底 

  具体的な取組み 

   (31)計画的かつ効果的な食品関係施設への監視指導の実施 

     愛媛県食品衛生監視指導計画※を毎年度策定し、食品衛生監視機動班※等に

よる食品関係施設への監視指導を計画的に実施します。また、必要に応じ、

関係部局合同での立入調査を行います。 

(32)生食用食肉取扱施設に対する監視指導 

  牛生レバーの生食用としての提供の禁止や生食用食肉（牛肉）の規格基準

の制定等に伴い、生食用食肉取扱施設について、重点的に監視指導を行いま

す。 

   (33)大規模調理施設に対する監視指導 

     学校給食、病院、事業所食堂等大規模調理施設に対しては、「大量調理施

設衛生管理マニュアル」※や「学校給食衛生管理基準」※等に基づき、衛生管

理の徹底を図るよう指導の強化に努めます。 

   (34)と畜場等の監視指導等 

     と畜場及び食鳥処理場で処理される全ての牛、豚、鶏等の検査を確実に実

施するとともに、食中毒菌等による食肉の汚染防止のための監視指導を行い
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ます。なお、ＢＳＥ対策については、関係法令等に基づき適正に実施します。

特に、事業者に対し、特定危険部位※の除去や焼却の徹底を指導します。 

   (35)収去検査の計画的な実施等 

     食品（輸入食品を含む）、使用添加物、農産物の残留農薬、遺伝子組換え

食品※等の収去検査を計画的に実施するとともに、食品検査を円滑に実施す

るため、検査機器の充実強化に努めます。 

 (36)流通食品の放射性物質検査等の実施 

  流通食品を対象とした計画的な「収去検査」や食品関連事業者等からの「委

託検査」のほか、消費者からの「相談検査」を実施することにより、食品衛

生法※に基づく放射性物質の基準値※を超過した食品の流通防止に努めます。 

   (37)食品に関する調査研究の推進 

     高度化する食品の生産技術や分析技術に対応するため、国等とも連携しな

がら、食品の安全性、食品検査等に関する調査研究を推進します。 

   (38)食品関係施設への監視指導等を行う人材の育成 

     食品関係施設の監視指導や食品関係検査等を行う担当職員の技術等向上を

図るため、担当者研修会を実施するとともに、国等が実施する講習会等へ職

員を積極的に派遣します。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

愛媛県食品衛生監視指導計画に基づく施設監視達成率 
121.8% 

（26,149件） 
100% 100% 

食品等の収去検査による規格基準※違反率 0.45% 0.50% 0.30% 

流通食品の放射性物質収去検査件数 42件 ― 500件 

 

施策の方向７：自主的な衛生管理体制の構築に向けた意識の高揚 

  具体的な取組み 

   (39)自主衛生管理の周知啓発 

     講習会等により、食品営業者や食品衛生責任者※へ食品衛生に関する最新

知識や自主衛生管理に必要な事項を周知するとともに、食品衛生推進員※を

通じ、食品営業者へ自主衛生管理に関する啓発を図ります。 

   (40)自主衛生管理に関する助言等 

     製造施設におけるＨＡＣＣＰ※の概念に基づいた衛生管理体制や自主衛生

基準の導入、自主検査の実施、記録の作成・保存等に関し、必要な助言等を

行います。また、ＨＡＣＣＰに関する専門知識を有する担当職員を育成する
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ため、国等で実施するＨＡＣＣＰ関係研修会へ職員を積極的に派遣します。 

   (41)自主衛生管理推進事業の支援 

     愛媛県食品衛生協会※で実施している自主衛生管理の推進に関する自主事

業を支援します。 

   (42)集団給食施設における自主衛生管理の促進 

     学校給食等集団給食施設に対し、床のドライシステム化※及びドライ運用

に関する啓発や、調理場内の汚染作業区域と非汚染作業区域の明確化に関す

る指導などを行い、自主衛生管理の促進を図ります。 

   (43)自主衛生管理等推進事業者の表彰 

     自主衛生管理を積極的に推進するなど、食の安全安心の確保に貢献した個

人又は団体を表彰することにより、食の安全安心の推進を図ります。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

食品衛生責任者実務講習会受講率 82.1% 80% 100% 

 

施策の方向８：自主的な衛生管理手法の導入推進 

  具体的な取組み 

   (44)食品自主衛生管理認証制度の普及促進 

     ＨＡＣＣＰの概念を導入した愛媛県食品自主衛生管理認証制度（愛媛県Ｈ

ＡＣＣＰ制度）を運用し、食品関連事業者への普及促進を図ります。また、

認証を取得した事業者については、えひめ食の安全・安心情報ホームページ

等を通じて積極的に公表します。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

食品自主衛生管理認証制度における認証施設数 9施設 10施設 20施設 

 

施策の方向９：食品表示の適正化の推進 

  具体的な取組み 

   (45)食品表示の監視指導 

     関係法令に基づき、食品関係事業者への立ち入りや食品表示ウォッチャー※

による小売店舗等における表示状況のモニタリングを行い、不適正な表示を

行った事業者に対する改善指導や啓発を行います。また、効率的かつ効果的

な監視指導を図るため、必要に応じ関係部局合同での立入調査等を実施しま
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す。 

     食品表示に関する知識を有する職員を育成するため、表示に関する研修会

を実施するとともに、国等が実施する表示関係講習会へ職員を積極的に派遣

します。 

   (46)食品表示に関する啓発 

     食品表示の方法等を解説したパンフレット等を作成し、食品関連事業者等

へ配布することにより、食品表示の適正化を促進します。 

     食品製造、販売事業者等に対し、食品表示に関する講習会を実施し、事業

者自らの表示適正化への意識向上や最新の情報等について周知啓発を行いま

す。なお、食品表示については、多くの法令が関係することから、必要に応

じ、関係部局合同で講習会を実施します。 

   (47)食品表示に関する連携 

     不適正な食品表示を行っている事業者に対して迅速かつ厳正に対応するた

め、愛媛県食品表示監視協議会※において、不適正な食品表示に関する情報

共有や意見交換を行い、関係機関の連携強化を図ります。 

   (48)安心感に配慮した表示の推進 

     表示義務の対象外である外食やばら売り食品等に対する県民の信頼性を確

保するため、事業者の自主的なアレルギー物質や原産地表示等の取り組みを

支援します。 

   (49)食品表示に関する相談への対応 

     食品表示に関する相談については、一元的に対応できる体制整備を図りま

す。 

(50)食品表示一元化に伴う体制の整備 

     食品表示制度について、食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の表示部分を

一元化した新たな法律の整備が検討されていることから、今後、国の動向等

を注視しながら、県民や食品関係事業者にわかりやすい食品表示の運用を図

るとともに、一元的かつ効率的な監視指導等を行うための体制づくりを検討

します。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

食品表示監視実施数 27,916件 30,000件 32,000件 

食品表示ウォッチャーからの報告に基づく不適切な表示の割合 14.7% 20.8% 0％ 
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Ⅱ－ⅲ 消費段階における安全安心の確保 

施策の方向１０：食の安全安心に関する教育、食育、地産地消の推進 

  具体的な取組み 

   (51)食育の推進 

 「第２次愛媛県食育推進計画」に基づき、生涯食育社会を目指し、食育を

県民運動として、「みんなで！楽しく！バランスよく！愛ある食卓 元気な

えひめ」をスローガンに、実践・推進します。 

   (52)地産地消の推進 

     「えひめ地産地消の日」や「地産地消・愛あるサポーター制度」※のＰＲ、

サポーターの交流促進、地産地消フェアの実施等により、安全で安心な県内

産農林水産物の提供を積極的に推進し、地産地消の促進を図ります。 

   (53)食文化の普及推進 

     消費者や子供たちに、農業や食の大切さを学び、理解してもらうために、

伝統食や行事食など愛媛の地域農産物を活用した食文化普及講座を開催しま

す。 

   (54)小学校等での出張食育教室の実施 

     関係団体等と連携し、学校教育現場での食育教室や料理教室を実施します。 

   (55)栄養教諭による食に関する指導の推進 

     小中学校等に栄養教諭を配置し、児童生徒に対して、食に関する指導の充

実を図るとともに、学校給食を生きた教材として活用するため、地場産物の

利用促進に努めます。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

地産地消・愛あるサポーター登録数 2,302 2,000 2,400 

えひめ食文化普及講座開催回数 57回 50回 50回 

食育教室開催回数 57回 50回 50回 

学校給食における地場産物の使用割合（食材数ベース） 33.9% 30%以上 30%以上 

 

施策の方向１１：自主回収報告制度の普及 

  具体的な取組み 

   (56)自主回収報告制度の普及促進 

     食品関連事業者への自主回収報告制度の普及を図るため、講習会等により

内容等の周知を行うとともに、報告にあたっての注意点等をまとめた手引き



 22 

を作成し、広く配布することにより、円滑な報告を促進します。 

   (57)自主回収報告内容の迅速な情報提供 

     食品関連事業者から報告された回収情報については、えひめ食の安全・安

心情報ホームページ等により県民へ速やかに提供するとともに、回収対象食

品等が流通している他の自治体へも速やかに情報提供を行います。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

自主回収情報の提供件数 9件 6件 10件 

 

施策の方向１２：自主回収への協力の推進 

  具体的な取組み 

   (58)自主回収着手事業者への指導等 

     自主回収の円滑な実施を図るため、自主回収着手事業者に対し、回収対象

食品等の撤去等作業を行う小売業者や卸売業者等（以下「自主回収協力事業

者」という。）へ速やかな情報提供や協力依頼を行うなど、緊密な連携を図

るよう指導を行います。 

   (59)自主回収協力事業者への助言等 

     自主回収の円滑な実施を支援するため、自主回収協力事業者に対し、必要

な助言等を行います。また、食品関連事業者への講習会等を通じて、自主回

収にあたっての関係事業者間の連携等について啓発を行います。 

 

施策の方向１３：危害情報の申出制度の普及 

  具体的な取組み 

   (60)危害情報申出制度※の周知 

     危害情報申出制度を県民へ広く周知するため、えひめ食の安全・安心情報

ホームページ等で制度の内容や申出先（窓口）をお知らせするとともに、県

民を対象とした講習会等においても周知を行います。 

   (61)危害情報への迅速な対応 

     県民から申出のあった危害情報に対し、該当食品関係施設への速やかな立

入調査や改善指導等を実施するとともに、申出者へ調査結果を迅速かつ丁寧

に回答します。 

     申出内容が他の自治体の所管に属する場合には、速やかに所管自治体へ調

査を依頼し、調査結果を申出者へ回答します。 
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推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

危害情報申出制度対応件数 56件 20件 65件 

 

 

基本施策Ⅲ：関係者間の相互理解と協働の推進 

 

 条例では、食の安全確保は、行政、食品関連事業者、消費者がそれぞれ

の責任・役割のもとに取り組みを進めることが重要であり、関係者相互間

の信頼と理解のもとに行わなければならないことが基本理念となっており

ます。このため、関係者と連携・協働して、食の安全安心の確保を効果的

に推進します。 

 

施策の方向１４：民間組織等との協働 

  具体的な取組み 

   (62)食品関係団体との連携 

     食の安全安心に関する施策を推進するため、自主衛生管理の推進、消費者

との意見交換会の開催、食品衛生責任者講習会等の事業について、愛媛県食

品衛生協会と連携して実施するほか、食の安全安心に関する講習会や各種イ

ベント等の開催にあたっては、飲食関連組合等の関係団体とも連携・協働し

て内容の充実や手法について検討し、参加者の増加に努めるなど、食の安全

安心の確保を推進します。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

食品衛生推進員巡回施設数 7,952 9,500 10,000 

 

施策の方向１５：消費者・食品関連事業者との情報・意見交換の実施 

  具体的な取組み 

   (63)リスクコミュニケーション※の推進 

     生産者、製造者、消費者等が一体となって積極的に意見交換等を行う食の

安全・安心県民講座※を県内各地で開催し、リスクコミュニケーションの推

進を図ります。 
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   (64)消費者との意見交換会の実施等 

     消費者による製造施設等の見学及び意見交換等を実施し、関係者相互間の

理解促進を図ります。また、食品関連事業者が自主的に実施する施設見学会

等、消費者との交流を促進する事業を支援します。 

   (65)リスクコミュニケーターの育成等 

     食に関する様々な立場や相互の十分な意思疎通を図るため、リスクコミュ

ニケーションを支援、仲介できる人材を育成し、活用します。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

食の安全・安心県民講座の開催回数、参加者数 
5回 

537名 

4回 

400名 

5回 

500名 

消費者との意見交換会の実施回数、参加者数 
12回 

394名 

9回 

350名 

12回 

400名 

 

施策の方向１６：県民の意見の反映 

  具体的な取組み 

   (66)パブリックコメントの実施 

     愛媛県食品衛生監視指導計画など食品等に関する県の重要な計画について

は、パブリックコメントを実施し、広く県民の意見を取り入れます。 

   (67)アンケート等による県民の意識の把握 

     食の安全安心に関する県民の意識を把握するため、県民へのアンケート等

を実施し、今後の施策に反映させます。 

  推進指標 

指標名 
現状値 

(H23年度) 

中間目標 

(H24年度) 

目 標 

(H26年度) 

食の安全安心に関するアンケート協力者数 411名 400名 500名 
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○施策体系図（一部改定後）

(１) 食の安全安心総合ホームページの運営
(２) メールマガジンの発行
(３) 収去検査結果等の公表
(４) 食中毒予防に関する情報発信
(５) 食品関連事業者からの情報提供支援システム
(６) 消費者苦情等に関する一般消費者への情報提供
(７) 相談への的確な対応、情報共有
(８) 出前講座や出前相談室の実施

(９) 生産者に対する農薬適正使用の啓発
(10) 農薬販売業者や使用者に対する立入検査の実施
(11) 出荷前農産物の残留農薬分析による安全性の確認
(12) 生産者個々における農薬使用の記帳推進
(13) 農業団体や農薬販売業者と連携した農薬適正使用の推進
(14) 生産者や飼料販売店、動物医薬品販売店等への巡回
(15) 牛耳標装着の農家指導
(16) 原木シイタケ等生産者を対象とした技術講習会等の開催
(17) 養殖衛生管理体制の推進
(18) 貝毒検査の実施
(19) 養殖ヒラメに係る新種クドアの防疫体制の推進
(20) 環境保全型農業の推進
(21) 有機農業の推進
(22) ＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進
(23) 県内産農水産物の放射性物質安全確認の検査
(24) 消費者ニーズに対応した生産技術の開発
(25) 畜産関係生産者の巡回による普及指導
(26) 死亡牛のＢＳＥ検査
(27) 高病原性鳥インフルエンザ対策
(28) 農林水産参観デーによる推進
(29) ふれあい牧場、工場見学等の開催
(30) 消費者ニーズの把握、生産への反映

(31) 計画的かつ効率的な食品関係施設への監視指導の実施
(32) 生食用食肉取扱施設に対する監視指導
(33) 大規模調理施設に対する監視指導
(34) と畜場等の監視指導等
(35) 収去検査の計画的な実施等
(36) 流通食品の放射性物質検査等の実施
(37) 食品に関する調査研究の推進
(38) 食品関係施設への監視指導等を行う人材の育成
(39) 自主衛生管理の周知啓発
(40) 自主衛生管理に関する助言等
(41) 自主衛生管理推進事業の支援
(42) 集団給食施設における自主衛生管理の促進
(43) 自主衛生管理等推進事業者の表彰

８　自主的な衛生管理手法の導入
　推進

(44) 食品自主衛生管理認証制度の普及促進

(45) 食品表示の監視指導
(46) 食品表示に関する啓発
(47) 食品表示に関する連携
(48) 安心感に配慮した表示の推進
(49) 食品表示に関する相談への対応
(50) 食品表示一元化に伴う体制の整備

(51) 食育の推進
(52) 地産地消の推進
(53) 食文化の普及推進
(54) 小学校等での出張食育教室の実施
(55) 栄養教諭による食に関する指導の推進
(56) 自主回収報告制度の普及促進
(57) 自主回収報告内容の迅速な情報提供
(58) 自主回収着手事業者への指導等
(59) 自主回収協力事業者への助言等
(60) 危害情報申出制度の周知
(61) 危害情報への迅速な対応

14　民間組織等との協働 (62) 食品関係団体との連携

(63) リスクコミュニケーションの推進
(64) 消費者との意見交換会の実施等
(65) リスクコミュニケーターの育成等
(66) パブリックコメントの実施
(67) アンケート等による県民の意識の把握

15　消費者・食品関連事業者との
　情報・意見交換の実施

16　県民の意見の反映

Ⅲ

関係者間の
相互理解と
協働の推進

10　食の安全安心に関する教育、
　食育、地産地消の推進

11　自主回収報告制度の普及

12　自主回収への協力の推進

13　危害情報の申出制度の普及

施策の方向 具体的な取組み

１　ホームページ等を利用した情
　報提供の充実

２　食の安全に係る相談窓口の充
　実

目標 基本施策

ⅲ
　
消
費
段
階
に
お
け
る

　
　
安
全
安
心
の
確
保

安
全
安
心
・
豊
か
な
え
ひ
め
食
文
化
の
継
承

Ⅱ
　
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
食
の
安
全
安
心
の
確
保

Ⅰ

正確で分か
りやすい情
報の提供

３　食の安全確保を最優先した生
　産への意識の向上

　
ⅰ
　
生
産
段
階
に
お
け
る
安
全
安
心
の
確
保

４　安全安心という消費者ニーズ
　に応えた生産への取組み

６　県内流通食品の監視指導の徹
　底

ⅱ
　
製
造
、

加
工
、

販
売
段
階

　
　
 
に
お
け
る
安
全
安
心
の
確
保

５　消費と生産との距離を縮める
　取組み

７　自主的な衛生管理体制の構築
　に向けた意識の高揚

９　食品表示の適正化の推進
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資料１ 

用語解説 

 

【Ａ～Ｚ】 

ＢＳＥ（Bovine Spongiform Encephalopathy） 

 「牛海綿状脳症」と訳され、ＴＳＥ（伝達性海綿状脳症：Transmissible Spongiform 

Encephalopathy）という、未だ十分に解明されていない伝達因子（病気を伝えるもの）

と関係する病気のひとつで、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、起立不能等

の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系の疾病。 

  

ＧＡＰ（Good Agricultural Practice） 

 農業者自らが、（１）農作業の点検項目を決定し、（２）点検項目に従い農作業を

行い記録し、（３）記録を点検・評価し、改善点を見出し、（４）次回の作付けに活

用するという一連の「農業生産工程の管理手法」のこと。 

 食品衛生管理手法の一つであるＨＡＣＣＰの農業版と解される（生産工程の各段階

で、生物学的（微生物）、化学的（残留農薬等）、物理的（異物等）な危害を分析し、

生産工程毎の重要管理ポイントを明確にして、農産物の安全性を高めていく手法）。 

 

ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point） 

 食品の衛生管理手法の一つ。危害分析重要管理点方式ともいう。 

 1960年代にアメリカの宇宙計画の中で宇宙食の安全性を高度に保証するために考案

された製造管理のシステム。 

 ＨＡＣＣＰは、製造における重要な工程を連続的に監視することによって、ひとつ

ひとつの製品の安全性を保証しようとする衛生管理法であり、危害分析、ＣＣＰ（重

要管理点）、ＣＬ(管理基準)、モニタリング、改善措置、検証、記録の７原則から成

り立っている。 

 

Ｏ１５７ 

 大腸菌の一部は、人に下痢などの消化器症状や合併症を起こすことがあり、「病原

大腸菌」と呼ばれている。病原大腸菌の中には、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶

血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）を起こす「腸管出血性大腸菌」と呼ばれるものがある。 

 腸管出血性大腸菌は、菌の成分（「表面抗原」や「べん毛抗原」等）によりさらに

いくつかに分類されており、代表的なものは「腸管出血性大腸菌Ｏ１５７」で、その

ほかに「Ｏ２６」や「Ｏ１１１」などが知られている。 
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【あ行】 

遺伝子組換え食品 

 遺伝子組換えとは、細菌などの遺伝子の一部を切り取って、その構成要素の並び方

を変えてもとの生物の遺伝子に戻したり、別の種類の生物の遺伝子に組み入れたりす

る技術。 

 例えば、細菌の持つ除草剤の成分を分解する性質を発現させる遺伝子を、植物の遺

伝子に挿入することで、除草剤に強い作物を作り出すことができる。 

 

牛耳標 

 国内で生まれた全ての牛及び輸入された牛に、10桁の「個体識別番号」が印字され

た耳標が装着され、その牛の種別（黒毛和牛など）、出生年月日、出生地、飼養地、

と畜（食肉にするための解体処理）年月日、と畜場の名称・所在地などがデータベー

スに登録される。この番号は、食肉の流通販売過程においても明記され、誰でもイン

ターネットを通じてその牛の履歴を参照することができる。 

 

愛媛県食品衛生監視指導計画 

 県では、食品衛生法第24条に基づき、国の食品衛生に関する監視指導の実施に関す

る指針を基に、本県の実情に即応した愛媛県食品衛生監視指導計画を毎年度策定し実

施している（策定にあたっては、パブリック・コメントを実施）。 

 主な内容は、①重点的に監視指導を実施すべき項目、②食品等事業者に対する自主

的な衛生管理の実施に係る指導、③隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携

の確保に関する事項などである。 

 

えひめ農業振興プラン２０１１ 

 県では、平成23年3月に、本県農業政策の基本指針として「えひめ農業振興プラン２

０１１」を策定し、平成27年度の目標年次に向けて、その実現を図るため、諸施策を

展開している。 

 

愛媛県環境保全型農業推進基本方針 

 県では、上記のえひめ農業振興プラン２０１１を策定し、地域環境と調和した農業

の展開を図ることとしており、本指針は、農業に起因する環境への負荷を軽減し、二

酸化炭素の削減など地球環境の改善にも寄与する「環境保全型農業」の推進方策を定

めたもの。 
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愛媛県食品表示監視協議会 

 平成20年４月、県、松山市、独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸セン

ター岡山事務所及び中国四国農政局松山地域センターとの間で、不適正な食品表示に

関する情報共有や意見交換を行うことにより、関係する機関との連携強化を図るとと

もに、不適正な食品表示を行っている事業者に対して迅速かつ適正に対応することを

目的として設置された。 

 

愛媛県農薬適正使用推進協議会 

 平成14年９月、農薬の適正な流通・使用の徹底を推進し、農産物の安全性と産地と

しての信頼性を確保するため、設置したもの。 

 県、農業団体、農薬卸業者等から構成されており、農薬適正使用の徹底、残留農薬

検査の実施、無登録農薬の情報、その他農薬の適正使用推進に必要な事項に関して協

議を行っている。 

 

愛媛県有機農業推進計画 

 有機農業の取り組みを増加させ、環境保全型農業の推進に資することを目的に、有

機農業推進法に即した基本理念と「有機農業の推進に関する基本的な方針」に即した

重点目標を掲げ、農業者その他関係者及び消費者と連携しながら、具体的に有機農業

を推進するための計画。 

 

学校給食衛生管理基準 

 学校給食法の規定に基づき、平成２１年４月１日から施行された、学校給食施設に

おける衛生管理の徹底を図るための重要事項について示したもの。 

 

【か行】 

環境保全型農業 

 農業の持つ自然循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、資源の循環

利用による土づくりや、化学肥料、化学農薬の使用削減、農業生産資材の適正処理等

による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業。 

 

危害情報申出制度 

 県民が、人の健康に悪影響を及ぼす恐れのある食品について情報を入手したときに

県へ申し出ることができる制度。申出を受けた県は、速やかに調査し、必要な措置等

を行う。 
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規格基準 

 食品衛生法に規定されている、食品毎の成分規格（食品に含まれる添加物や微生物

の基準）、製造・加工基準及び保存基準等のこと。 

 

県政出前講座 

 県では、県民の方や団体からの要望に応じ、地域や職場で行われる集会に、県の職

員がお伺いして、県の施策や事業等を説明する「県政出前講座」を実施している。そ

のテーマの中に、「食の安全・安心確保について」等食の安全安心に関するものが含

まれている。 

 

【さ行】 

残留農薬 

 農薬の使用に起因して食品に含まれる特定の物質のこと。農薬が残留した食品を摂

取することにより、人の健康を損なうことがないよう、食品衛生法に基づき、全ての

農薬について残留基準（いわゆる一律基準を含む）が設定され、これを超えるような

農薬が残留している農産物等は販売禁止等の措置が取られる（ポジティブリスト制度）。 

 

自主回収報告制度 

 愛媛県食の安全安心推進条例第22条に基づき、食品関連事業者が県内において食品

等の自主回収を行った際に知事に報告する制度。 

 

収去検査 

 県は、食品衛生法第28条に基づき、販売等されている食品等を無償で引き取り、同

法に基づく規格基準等への適合状況について検査を行うことができる。 

 

食中毒注意報 

 県では、平成16年４月より、細菌性食中毒の発生しやすい気象条件になった場合や

感染性胃腸炎患者数が増加した場合に、食中毒注意報を発令し、食品関連事業者や県

民へ注意喚起を行っている。発令区分は３区分（腸炎ビブリオ、腸炎ビブリオ以外の

細菌性食中毒、ノロウイルス）。 

 

食品衛生法  

 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ること

を目的とする法律で、昭和22年に制定された。 

 一般的に言う飲食物のほか、飲食物等に直接接する器具、容器包装やおもちゃ、洗
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浄剤等も対象とし、食品等の規格基準、表示、検査制度、営業許可等についても規定

している。 

 

食品衛生協会 

 昭和22年の食品衛生法制定を機に、これに呼応して、食品関係のあらゆる業態の方

達が相集い、同法の趣旨に添って行政に協力し、自主衛生管理を実施することを目的

として、昭和23年11月１日に社団法人日本食品衛生協会（日食協）が設立された。 

 また、日食協の下部組織である愛媛県食品衛生協会は、食品関係営業者が自主衛生

管理を徹底し、消費者に対して安全で安心な食品を提供するために、昭和31年10月に

発足した。 

 

食品衛生推進員 

 県では、平成13年４月より、食品衛生法第61条に基づき、食品等事業者の食品衛生

向上に関する自主的活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上

に熱意と識見がある人の中から130名に、２年の任期で食品衛生推進員として委嘱して

いる。 

 推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につ

き、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、助言その他の活

動を行う。 

 

食品衛生責任者 

 食品衛生法に基づく営業許可を営む場合、施設又はその部門ごとに、食品等を取り

扱う者のうちから食品衛生責任者を１名以上置く必要がある。 

 責任者は、保健所長が指示する講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する最

新の知識及び技術の習得に努めるなど、施設の衛生管理向上に向けた業務を行う。 

 

食品衛生監視機動班 

 食品衛生法に基づく食品等の収去、検査並びに食品関係施設の監視、指導等を行い、

もって食品衛生上の危害の発生を防止し、県民の食品衛生の向上を図ることを目的と

して、愛媛県食品衛生監視機動班を昭和51年に設置した。 

 西条、今治、中予、八幡浜、宇和島の各保健所に機動班が設置されている。 

 

食品表示ウォッチャー 

 食料品販売店において、日頃の買い物を通じて把握した食品表示の状況や、不適正

と思われる食品表示について県に報告してもらう制度。 
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食の安全・安心県民講座 

 県では、平成16年度より、リスクコミュニケーションの一環として、県内各地にお

いて生産者、製造者、消費者等が一同に会し、食品に関する意見交換等を実施してい

る。 

 

新種クドア 

 正式名称はKudoa septempunctata（クドア・セプテンプンクタータ）。魚類に寄生す

る寄生虫の一種として、近年新たに発見された。ヒラメへの寄生が確認されており、

寄生したヒラメを生食することで一定量のクドアが摂取されると、一過性の食中毒を

引き起こすことが知られている。クドアを肉眼で確認することはできないが、熱等に

は弱く、一定条件下での加熱や冷凍により食中毒を防止することができる。 

 

【た行】 

第２次愛媛県食育推進計画 

食育基本法が平成１７年６月に施行され、県では、平成１９年３月の第１次の食育

推進計画に引き続き、平成２４年３月に、生涯食育社会を目指し、県民との協働によ

る課題解決や目標達成のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、周知から実

践に向けた、第２次食育推進計画を策定している。 

 

第４次愛媛県水産振興基本計画（水産えひめ振興プラン） 

 県では、平成23年３月に、水産業を巡る情勢の変化を踏まえて、平成27年度を目標

年次とした「第４次愛媛県水産振興基本計画（水産えひめ振興プラン）」を策定し、

愛媛県水産業の再生を目指して諸施策を展開している。 

 

大量調理施設衛生管理マニュアル 

 厚生労働省において平成９年に作成された、いわゆる大量調理施設（１回３００食

以上又は１日７５０食以上提供する調理施設）における食中毒の発生を防止するため、

ＨＡＣＣＰの概念に基づいた調理過程における重要管理事項（十分な加熱、二次汚染

防止等）やこれらの点検・記録について示したもの。 

 

地産地消・愛あるサポーター制度 

 地産地消の趣旨に賛同する生産者や消費者、食品流通・加工、外食産業などの食品

に携わる関係者に、サポーターになっていただき、健全な食生活の推進や県産農林水

産物の利用拡大に向けた活動を通じて、地産地消のネットワークを築くことを目的と

して、平成 15 年 12 月に創設された制度。 
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特定危険部位 

 牛の「扁桃」及び「回腸遠位部」並びに「月齢が30ヶ月を超える牛の頭部（舌、頬

肉を除く）、せき髄及び背根神経節を含むせき柱」のことを言い、食肉処理時におけ

る除去・焼却が法令上義務化されている。 

（ＢＳＥ対策開始後10年を経て、最新の科学的知見に基づいた対策の見直しが行われ、

取扱いが変更された。平成25年４月１日適用。） 

 

【な行】 

生食用食肉（牛肉） 

 生食用として販売される牛の食肉（内臓を除く。）のことを言う。平成23年に発生

した焼肉チェーン店での腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受けて食品衛生法が改

正され、肉表面の加熱殺菌が義務付けられる等、新たに生食用食肉（牛肉）の取扱い

に関する加工・調理基準等が定められた。 

（なお、県では、要領により生食用食肉の取扱い施設の事前届出制度を導入している。） 

 

農薬管理指導士 

 農薬取扱者の資質を向上し、農薬による危被害の未然防止及び環境保全対策を推進

することを目的に、農薬販売業者等に対して、農薬に関する専門的な研修及び試験を

実施し、合格した者を農薬管理指導士として認定している。 

 農薬管理指導士は、農薬購入者及び農薬使用者に対して、農薬適正使用の指導をす

ることを主な任務としている。 

 

【は行】 

放射性物質の基準値  

食品中に含まれる放射性セシウム（放射性物質の一種）の基準値。福島第一原子力

発電所事故に伴い、食の安全安心を確保するため、新たな基準値として食品衛生法で

定められた。基準値は、４つの食品区分ごとに設定されており、一般食品100ベクレル

/㎏、乳児用食品50ベクレル/㎏、牛乳50ベクレル/㎏、飲料水10ベクレル/㎏となって

いる。 

（放射性物質は、放射線を出す能力をもった物質をいう。） 

 

【や行】 

有機農業 

 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用

しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農
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業生産の方法を用いて行われる農業をいう。 

 

床のドライシステム化（ドライ運用） 

 従来、給食施設等の調理室では、床面を水で流す方法が主流であったが、高温多湿

の環境となり、従業員の健康上の問題や跳ね水等による二次汚染等の問題があった。 

 ドライシステムは、給食室の床面を乾いた状態で使用するもので、細菌やカビの繁

殖を抑えるとともに、床面からの跳ね水による二次汚染を防ぐなど、衛生管理面の向

上や作業環境の改善が可能となる。 

 

【ら行】 

リスクコミュニケーション 

 消費者、事業者、行政担当者などの関係者の間で情報や意見をお互いに交換・共有

するもの。 

 関係者が会場などに集まって行う意見交換会、新たな規制の設定などの際に行う意

見聴取（いわゆるパブリック・コメント）が双方向性のあるものだが、ホームページ

を通じた情報発信などの一方向的なものも広い意味でのリスクコミュニケーションに

関する取り組みに含まれている。 
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資料２ 

食の安全安心に関する主な事件等 

 

時 期 事 件  概 要 

平成２２年４月 口蹄疫の発生 平成１２年以来、１０年ぶりに宮崎

県で発生。 

平成２２年１１月 

～２３年３月 

高病原性鳥インフル

エンザの発生 

全国９県２４農場で発生。 

平成２３年３月 東日本大震災による

福島第一原子力発電

所事故の発生 

県内でも、放射性物質に汚染された

牛肉が流通した事態が発生し、原発

事故による食品への放射能汚染の不

安が高まる。 

平成２３年４月 牛肉の生食による食

中毒の発生 

富山県の焼肉チェーン店において、

腸管出血性大腸菌を原因とする食中

毒により死亡事故が発生。 

平成２３年６月 ヒラメを介した新種

クドアによる食中毒

の発生 

平成２１年６月から平成２３年３月

の間に全国で発生した原因不明の食

中毒１９８件のうち１３５件にヒラ

メの刺身が提供されていた。 

平成２３年６月８日、薬事・食品衛

生審議会から新種クドア・セプテン

プンクタータの関与が強く示唆され

るとの提言がなされた。 

平成２３年１０月 うなぎ蒲焼の原産地

に係る不適正表示 

県内で、中国産うなぎ蒲焼の原産地

を「国産」と表示して販売する事件

が発生。ＪＡＳ法及び景品表示法に

基づく是正の指示を行った。 

平成２４年８月 浅漬けによる食中毒

の発生 

北海道において、腸管出血性大腸菌

を原因とする食中毒により死亡事故

が発生。 

平成２４年１０月 あわびの原産地に係

る不適正表示 

県内で、韓国産あわびを地元産あわ

びと表示してホテル利用客に提供す

る事件が発生。消費者庁が景品表示

法に基づく措置命令を出した。 
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食の安全安心総合ホームページの閲覧件数 32,650件 27,586件 35,684件 39,296件 35,000件 40,000件

メールマガジン登録者数 279人 371人 1,000人 2,000人

食品関連情報の提供件数 213件 173件 186件 139件 210件 210件

人口10万人あたりの食中毒患者数 41.2人 12.5人 20.4人 22.2人 30人 20人

相談窓口における相談受付件数 257件 194件 154件 263件 250件 250件

県政出前講座、出前相談室実施件数 11件 9件 8件 7件 15件 20件

農薬適正使用講習会・研修会開催回数 173回 138回 383回 438回 170回 410回

農薬立入検査実施件数 339件 321件 278件 308件 300件 300件

出荷前の農産物の残留農薬分析件数 298件 293件 294件 297件 300件 300件

生産者、飼料販売店、動物医薬品販売店巡回件数 857件 642件 572件 664件 850件 850件

牛耳標装着率 100% 100% 100% 100% 100% 100%

養殖衛生管理指導を行った養殖経営体数の割合 70.3% 66.8% 80.8% 67.9% 70% 70%

貝毒検査の予定件数に占める検査件数の割合 100% 100% 100% 100% 100% 100%

エコファーマー取組面積 908ha 924ha 953ha 684ha 1,200ha 1,200ha

有機農業取組面積 365ha 396ha 389ha 393ha 570ha 570ha

県内産農産物の放射性物質安全確認検査件数 26件 ― 20件

県内産水産物の放射性物質安全確認検査件数 14件 ― 10件

安全安心な農畜産物生産に関する開発技術の数 1 1 1 0 4（延べ） 6（延べ）

畜産関係生産者巡回戸数 737(全戸) 686(全戸) 709(全戸) 666(全戸) 全戸 全戸

高病原性鳥インフルエンザ検査羽数
980（羽）
（100％）

1,330(羽)
（100％）

1,270(羽)
（100％）

1,260(羽)
（100％）

対象鶏全羽 対象鶏全羽

農林水産参観デー開催回数 8回 8回 8回 10回 8回 8回

ふれあい牧場等の開催回数 46回 54回 51回 80回 50回 80回

愛媛県食品衛生監視指導計画に基づく施設監視達成率
105.3%

(22,977件)
114.7%

(24,476件)
119.4%

(25,690件)
121.8%

(26,149件)
100% 100%

食品等の収去検査による規格基準違反率 0.66% 0.26% 0.47% 0.45% 0.50% 0.30%

流通食品の放射性物質収去検査件数 42件 ― 500件

7 食品衛生責任者実務講習会受講率 66.4% 73.7% 67.8% 82.1% 80% 100%

8 食品自主衛生管理認証制度における認証施設数 7施設 9施設 10施設 20施設

食品表示監視実施数 28,024件 31,199件 25,452件 27,916件 30,000件 32,000件

食品表示ウォッチャーからの報告に基づく不適切な表示の割合 35.8% 26.5% 16.5% 14.7% 20.8% 0.0%

地産地消・愛あるサポーター登録数 1,850 2,202 2,276 2,302 2,000 2,400

えひめ食文化普及講座開催回数 57回 57回 52回 57回 50回 50回

食育教室開催回数 46回 59回 52回 57回 50回 50回

学校給食における地場産物の使用割合（食材数ベース）
27.1％

(19年度)
－ 31.8% 33.9% 30％以上 30％以上

11 自主回収情報の提供件数 3件 9件 11件 9件 6件 10件

13 危害情報申出制度対応件数
26件

(10～3月)
83件 56件 20件 65件

14 食品衛生推進員巡回施設数 9,000 7,700 7,140 7,952 9,500 10,000

食の安全・安心県民講座の開催回数、参加者数 3回278名 3回446名 5回727名 5回537名 4回400名 5回500名

消費者との意見交換会の実施回数、参加者数 9回328名 12回410名 12回419名 12回394名 9回350名 12回400名

16 食の安全安心に関するアンケート協力者数 278名 502名 521名 411名 400名 500名

Ⅲ
　
関
係
者
間
の
相

互
理
解
と
協
働
の
推

進 15

※中間見直し時に設定及び修正したものは、斜体表記しています。

ⅱ　製造、加工、販売段階における安全安心の確保

6

9

ⅲ　消費段階における安全安心の確保

10

Ⅰ
　
正
確
で
分
か
り
や
す
い
情

報
の
提
供

1

2

ⅰ　生産段階における安全安心の確保

Ⅱ
　
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
食
の
安
全
安
心
の
確
保

3

4

5

基本
施策

施策の
方向

推進指標名
指標値

（20年度）
実績

（21年度）
実績

（22年度）
実績

（23年度）
中間目標
（24年度）

目標
（26年度）

資料３ 

推進指標の状況 
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資料４ 

愛媛県食の安全安心推進条例 

 

平成２０年１２月１９日 

愛媛県条例第７１号 

改正  平成２１年７月１７日 

     愛媛県条例第４２号 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条―第10条） 

第２章 施策の基本となる事項（第11条―第21条） 

第３章 施策の推進（第22条―第26条） 

第４章 愛媛県食の安全安心推進県民会議（第27条） 

第５章 雑則（第28条） 

附則 

国際化の進展に伴い、私たち県民の日々の食卓は世界中からもたらされた多種多様

な食材でにぎわい、豊かな食生活を享受することが可能となった。 

 一方、食生活の基本となる食品の安全性を損なう危機的事態が国内はもとより世界

各地で次々と発生するなど、食を取り巻く環境は大きく変化しており、私たち県民は、

この状況に的確に対応していかなければならない。 

言うまでもなく、食こそ生命と生活の礎であり、食の安全安心は、県民にとって最

も身近で切実な願いの一つである。 

このため、県、市町及び食品関連事業者はもとよりすべての県民が、一体となって

これらの課題に果敢に挑み、その解決を図ることによって食の安全安心を推進すると

ともに、将来に向かってえひめの豊かな食文化を次の世代に継承していくことが不可

欠である。 

 ここに、食の安全安心について、すべての県民の参加と相互理解の下、基本理念を

明らかにしてその方向性を示し、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するため、こ

の条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、食品の安全性及び食品に対する安心感の確保（以下「食の安全

安心」という。）に関し、基本理念を定め、並びに県及び食品関連事業者の責務並

びに県民の役割を明らかにするとともに、食の安全安心のための施策の基本となる事

項を定めることにより、食の安全安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
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もって県民が健康で安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 (１) 食品 すべての飲食物（薬事法（昭和35年法律第145号）に規定する医薬品及

び医薬部外品を除く。）をいう。 

 (２) 食品等 食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。）並び

に添加物（食品衛生法（昭和22年法律第233号）第４条第２項に規定する添加物を

いう。）、器具(同条第４項に規定する器具をいう。)及び容器包装（同条第５項

に規定する容器包装をいう。）をいう。 

 (３) 生産資材 農林漁業において使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物

用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材をいう。 

 (４) 食品関連事業者 食品等又は生産資材の生産、輸入又は販売その他の事業活動

を行う事業者であって、県内に事業所、事務所その他の事業に係る施設又は場所

を有する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 食の安全安心は、このために必要な措置が県民の健康の保護が最も重要であ

るという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。 

２ 食の安全安心は、食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において、県

民の健康への悪影響を未然に防止する観点から、適切に行われなければならない。 

３ 食の安全安心は、このために必要な措置が県民の意見に十分配慮しつつ科学的知

見に基づき講じられるとともに、県及び食品関連事業者による食品の安全性に関す

る積極的な情報の公開並びに県、県民、食品関連事業者その他関係者相互間の信頼

と理解の下に行われなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める食の安全安心についての基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、食の安全安心に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に

実施する責務を有する。 

（食品関連事業者の責務） 

第５条 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、

自らが食の安全安心について第一義的責任を有していることを認識して、食の安全

安心のために必要な措置を食品等の生産から販売に至る一連の供給の行程（以下

「食品等供給行程」という。）の各段階において適切に講ずる責務を有する。 

２ 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において取り扱う食品等
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又は生産資材により県民の健康への悪影響が発生し、又はそのおそれがある場合に

は、当該悪影響の発生又は拡大の防止に必要な措置を的確かつ迅速に講ずる責務を

有する。 

３ 前２項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業

活動に関し、国、県又は市町が実施する食の安全安心に関する施策に協力する責務

を有する。 

（県民の役割） 

第６条 県民は、自ら健康で安心な生活を確保する自覚を持ち、食品等の安全性につ

いての知識及び理解の向上に努めるものとする。 

２ 県民は、食の安全安心に関する施策に対して意見を表明するよう努めることによ

り、食の安全安心の推進に積極的な役割を果たすものとする。 

（国等との連携等） 

第７条 県は、食の安全安心に関する施策の推進に当たっては、国、他の都道府県及

び市町と密接な連携を図るよう努めるものとする。 

２ 県は、食の安全安心に関する施策の推進に当たっては、消費者団体、食品関連事

業者の組織する団体その他の関係団体との協働に努めるものとする。 

（環境に及ぼす影響への配慮） 

第８条 食の安全安心を推進するに当たっては、県、食品関連事業者及び県民は、そ

の取組が環境に及ぼす影響について配慮するものとする。 

（財政上の措置） 

第９条 県は、食の安全安心に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

（施策の実施状況の報告及び公表) 

第10条 知事は、毎年度、食の安全安心に関して講じた施策の実施状況について、議

会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 

第２章 施策の基本となる事項 

（推進計画の策定) 

第11条 知事は、食の安全安心に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

食の安全安心の推進に関する計画（以下「推進計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (１) 食の安全安心に関する基本的な方向 

 (２) 食の安全安心のための措置に関する事項 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、食の安全安心に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 
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３ 知事は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、愛媛県食の安全安心推進

県民会議の意見を聴くとともに、県民の意見を反映するために必要な措置を講ずる

ものとする。 

４ 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

（推進体制等の整備） 

第12条 県は、食の安全安心に関する施策を総合的に推進するために必要な体制の整

備を図るものとする。 

２ 県は、食品等による人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当

該被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、迅速かつ適切に対処するための緊

急時の体制及び当該被害の発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置を

講ずるものとする。 

（食品等供給行程の監視等及びその体制の整備） 

第13条 県は、食品等供給行程の各段階において、食の安全安心に関し適切な取扱い

が行われていることを監視し、指導し、及び検査するために必要な措置を講ずるも

のとする。 

２ 県は、前項の措置の実施に当たっては、関係機関と連携を図るとともに、機動的、

効果的かつ効率的に実施するための体制の整備に努めるものとする。 

（安全な食品等の生産及び供給の促進） 

第14条 県は、安全な食品等の生産及び供給を促進するため、食品関連事業者による

食品等の適切な生産及び供給の管理が行われるよう必要な措置を講ずるものとす

る。 

２ 県は、安全な農林水産物の生産を促進するため、農林水産業の振興に関する施策

の充実に努めるものとする。 

（自主的な衛生管理の促進) 

第15条 県は、食品関連事業者による自主的な衛生管理が食の安全安心上重要である

ことにかんがみ、食品関連事業者が食の安全安心のために行う食品等の取扱いに関

する基準の設定その他の自発的な取組を促進するよう必要な措置を講ずるものと

する。 

２ 県は、前項の措置を円滑に実施するため、食品等の製造、加工等を行う工程の安

全性を保証するための制度の整備及びその普及に努めるものとする。 

（食品表示制度の適切な運用の確保等） 

第16条 県は、食品の表示が食の安全安心に関し重要な役割を果たしていることにか

んがみ、食品の表示の制度の適切な運用を確保するとともに、食品の生産、輸入、

販売その他の事業活動を行う事業者が県民の食品に対する安心感に配慮した方法
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で食品の表示をするよう必要な措置を講ずるものとする。 

（情報公開、情報の共有及び相互理解の促進) 

第17条 県は、食品関連事業者が保有している食の安全安心に関する情報に関して、

食品関連事業者による積極的な公開又は提供が促進されるよう必要な措置を講ず

るものとする。 

２ 県は、食の安全安心に関する情報の収集、整理、分析及び公開に努めるとともに、

県、県民、食品関連事業者その他関係者相互間の情報の共有及び相互理解を図るた

め、食の安全安心に関する情報及び意見の交換が促進されるよう必要な措置を講ず

るものとする。 

（県民の意見の反映） 

第18条 県は、第11条第３項に定めるもののほか、食の安全安心に関し、広く県民の

意見を求めるために必要な措置を講じ、その意見を施策に反映するよう努めるもの

とする。 

（調査研究等の推進等) 

第19条 県は、食の安全安心に関する調査研究及び技術開発を推進し、及びその成果

を普及するために必要な措置を講ずるものとする。 

（人材の確保及び育成） 

第20条 県は、食品等及び生産資材の安全性に関して専門的な知識を有する人材を確

保し、及び育成するために必要な措置を講ずるものとする。 

（教育及び学習の振興等） 

第21条 県は、県民が食の安全安心に関する知識と理解を深めるため、食の安全安心

に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものと

する。 

２ 県は、食の安全安心に関する県民の意識の向上を図るため、食育の推進を図るも

のとする。 

３ 県は、食の安全安心の推進を通じて、県内の安全で良質な農林水産物の地産地消

（地域で生産された農林水産物を当該地域で消費することをいう。）の推進を図る

ものとする。 

第３章 施策の推進 

（自主回収報告制度） 

第22条 食品関連事業者（食品等を生産し、採取し、製造し、輸入し、加工し、又は

販売する事業者に限る。以下この条から第24条までにおいて同じ。）は、県内にお

いて、その生産し、採取し、製造し、輸入し、加工し、又は販売した食品等の自主

的な回収に着手したとき（法令に基づく命令又は書面による回収の指導を受けて回

収に着手したときを除く。）は、直ちに、規則で定めるところにより、知事に報告
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しなければならない。ただし、食品関連事業者が食品衛生法に基づく条例の規定に

より報告するときは、この限りでない。 

２ 知事は、前項本文の規定による報告に係る回収の措置が、人の健康への被害の発

生又はその拡大を防止する上で適切でないと認めるときは、当該食品関連事業者に

対し、回収の措置に関する指導その他の必要な指示をすることができる。 

３ 第１項本文の規定による報告を行った食品関連事業者は、当該報告に係る回収を

終了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しな

ければならない。 

 （自主回収の公表等） 

第23条 知事は、前条第１項本文若しくは第３項の規定による報告又は食品衛生法施

行条例（平成12年愛媛県条例第16号）別表第１の１の項(11)イの規定による報告があ

ったときは、速やかにその旨を公表するとともに、当該報告に係る情報を関係行政

機関の長に提供しなければならない。 

 （自主回収への協力） 

第24条 食品関連事業者は、その取り扱う食品等について、他の事業者によって自主

的な回収が行われるときは、円滑かつ確実な回収のために必要な協力をするよう努

めるものとする。 

（危害情報の申出) 

第25条 県民は、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品に関する情報を入手し

たときは、規則で定めるところにより、知事に対し、その旨を申し出ることができ

る。 

２ 知事は、前項の規定による申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当

該申出の内容に相当の理由があると認めるときは、関係法令及びこの条例に基づく

必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該申出の内容が他の行政機関の所管に

属するときは、当該申出の内容を当該行政機関の長に通知するものとする。 

（顕彰の実施) 

第26条 知事は、食の安全安心に関し、特に優れた取組をした者の顕彰に努めるもの

とする。 

第４章 愛媛県食の安全安心推進県民会議 

第27条 第11条第３項の規定により知事に対し意見を述べさせるとともに、食の安全

安心に関する重要な事項を調査審議させるため、愛媛県食の安全安心推進県民会議

（以下「推進県民会議」という。）を置く。 

２ 推進県民会議は、委員10人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。 
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４ 専門の事項を審査させ、又は調査審議させるため必要があるときは、推進県民会

議に専門委員を置くことができる。 

５ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。 

６ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

７ 委員は、再任されることができる。 

８ 専門委員は、第４項に規定する専門の事項の審査又は調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。 

９ 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

10 第２項から前項までに定めるもののほか、推進県民会議の組織及び運営に関し必

要な事項は、規則で定める。 

第５章 雑則 

 （保健所を設置する市が処理する事務） 

第28条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の２第１項の規定に基

づき、食品衛生法又は健康増進法（平成14年法律第103号）の規定に違反し、

又は違反するおそれがある食品等に関する次に掲げる事務（この条例の施行

のための規則に基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理するこ

ととする。 

(１) 第22条第１項本文の規定に基づく自主的な回収の着手の報告の受理に関

する事務 

 (２) 第22条第２項の規定に基づく自主的な回収の措置に関する指導その他の

必要な指示に関する事務 

 (３) 第22条第３項の規定に基づく自主的な回収の終了の報告の受理に関する

事務 

 (４) 第23条の規定に基づく関係行政機関の長に対する情報の提供に関する事

務（第22条第１項本文又は第３項の規定による報告に係るものに限る。） 

 (５) 第25条第１項の規定に基づく人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食

品に関する情報を入手した旨の申出の受理に関する事務 

 (６) 第25条第２項の規定に基づく必要な調査及び措置又は他の行政機関の長

に対する通知に関する事務 

 （規則への委任） 

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 
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この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、第22条、第23条及び第25条

の規定は、同年10月１日から施行する。 

   附 則（平成21年７月17日条例第42号） 

 この条例は、平成21年10月１日から施行する。 
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資料５ 

えひめ食の安全・安心推進本部設置要綱 

 

（目的） 

第１条 生産から流通･消費に至る総合的な食の安全・安心施策を推進するとともに、

食の安全･安心に対する危機発生の際の関係部局の相互の連携強化を図ることを目的

として、「えひめ食の安全・安心推進本部」（以下「推進本部」という。）を設置す

る｡ 

（推進本部の業務） 

第２条 推進本部は次に掲げる事項に関する業務を行う｡ 

(１) 食の安全・安心確保に関する施策の連絡調整に関すること。 

(２) 食の安全・安心確保に関する施策の充実強化に関すること。 

(３) 食に係る危機管理に関すること。 

(４) その他食の安全・安心に関する重要事項に関すること。 

（推進本部の組織等） 

第３条 推進本部は､本部長､副本部長及び本部員をもって組織する｡ 

２ 本部長は､保健福祉部の所掌事務を担任する副知事をもって充てる｡ 

３ 副本部長は、本部長が指名する本部員をもって充てる｡ 

４ 本部員は､別表第１に掲げる職にある者をもって充てる｡ 

（本部長） 

第４条 本部長は､推進本部を代表し推進本部を総括する｡ 

（会議の招集） 

第５条 推進本部の会議は､本部長が招集する｡ 

２ 本部長が必要と認めるときは､本部員以外の者に出席を求めることができる｡ 

（幹事会） 

第６条 推進本部に､会議の審議･検討を補佐するため､幹事会を置く。 

２ 幹事会は､幹事長及び幹事をもって組織する｡ 

３ 幹事長には､健康衛生局長の職にある者をもって充てる｡ 

４ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる｡ 

５ 幹事会は､幹事長が必要に応じ招集し､主宰する｡ 

６ 幹事長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる｡ 

（事務局） 

第７条 推進本部の事務局は保健福祉部健康衛生局薬務衛生課に置く｡ 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるほか、推進本部の運営に必要な事項は、別に定める。 
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附則 

この要綱は、平成１５年１０月１日から施行する｡ 

附則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条第４項関係） 

県民環境部長 

保健福祉部長 

経済労働部長 

農林水産部長 

副教育長 

 

別表第２（第６条第４項関係） 

県民生活課長  経営支援課長    林業政策課長 

保健福祉課長  観光物産課長    漁政課長 

健康増進課長  農政課長      水産課長 

薬務衛生課長  ブランド戦略課長  保健体育課長 

産業政策課長  農産園芸課長 

産業創出課長  畜産課長 
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